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(57)【要約】
【課題】単結晶を加工することによって多数の半導体ウ
ェハを製造する方法を提供することである。
【解決手段】この発明は、単結晶を加工することによっ
て多数の半導体ウェハを製造する方法であって、上記単
結晶の長手方向中心軸は、上記半導体ウェハの結晶格子
の要求方位からずれた方位を有する、方法に関する。上
記方法は、上記半導体ウェハの上記結晶格子の上記要求
方位を示す結晶軸に垂直な切断面に沿って、成長した状
態のままで存在する単結晶から少なくとも１つのブロッ
クをスライスするステップと、上記結晶軸を中心にして
上記ブロックの側面を研削するステップと、上記結晶軸
に垂直な切断面に沿って、研削されたブロックから多数
の半導体ウェハをスライスするステップとを備える。
【選択図】図２



(2) JP 2011-233885 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶を加工することによって多数の半導体ウェハを製造する方法であって、前記単結
晶の長手方向中心軸は、前記半導体ウェハの結晶格子の要求方位からずれた方位を有し、
前記方法は、
　前記半導体ウェハの前記結晶格子の前記要求方位を示す結晶軸に垂直な切断面に沿って
、成長した状態のままで存在する単結晶から少なくとも１つのブロックをスライスするス
テップと、
　前記結晶軸を中心にして前記ブロックの側面を研削するステップと、
　前記結晶軸に垂直な切断面に沿って、研削されたブロックから多数の半導体ウェハをス
ライスするステップとを備える、方法。
【請求項２】
　既知の方位を基準面として有する、前記単結晶上で目に見える面を用いて、前記結晶軸
の位置を決定するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ブロックは、帯鋸によって前記単結晶からスライスされる、請求項１または請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記半導体ウェハの平面における基準方向を表わす指標を利用して前記ブロックに印を
付けるステップを備える、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記半導体ウェハは、ワイヤソーによって、縦に並べられた２つ以上の研削されたブロ
ックからスライスされる、請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記半導体ウェハをスライスするための前記２つ以上の研削されたブロックは、縦に並
べられて、接着接合される、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の詳細な説明
　この発明は、単結晶を加工することによって多数の半導体ウェハを製造する方法であっ
て、単結晶の長手方向中心軸が半導体ウェハの結晶格子の要求方位からずれた方位を有す
る、方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　単結晶半導体ウェハは、通常、誘導溶融された半導体材料、または、るつぼ内で回転す
る種晶上に徐々に結晶化した半導体材料によって得られる単結晶から切断される。そのプ
ロセスにおいて、幾何学的軸として長手方向中心軸を有する実質的に円形のインゴットが
形成される。その後、インゴットを再加工して１つ以上の円柱状のブロックを形成し、あ
る特定の結晶方位を有する半導体ウェハをこれらのブロックからスライスする。再加工は
、一般に、単結晶の長手方向中心軸に垂直な切断面に沿って単結晶からブロックをスライ
スすることと、長手方向中心軸を中心にしてブロックを円柱状に研削して、円柱形状を有
するブロックを形成することとを備える。
【０００３】
　半導体ウェハをスライスするために通常はワイヤソーが用いられる。原理上は内径鋸も
好適であるが、その処理量はより低い。ワイヤソーは、平行なワイヤによって形成された
ワイヤウェブを有する。鋸引き動作の過程で、ワイヤがブロックを貫通し、その結果、ブ
ロックを貫通するワイヤ同士の間の間隙の数に対応するいくつかの半導体ウェハが同時に
形成される。処理量を最適化するために、利用可能なワイヤウェブをできる限り完全に利
用すべきである。したがって、２つ以上のブロックを縦に並べて、同時に鋸で引くことが
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多い。
【０００４】
　半導体ウェハの顧客は、結晶格子のある特定の方位を要求する。半導体ウェハの表側の
面の法線は、結晶格子の特定の方位を示すベクトルに平行であるよう意図されており、以
下ではこれを結晶格子の要求方位と呼ぶ。
【０００５】
　ブロックの長手方向中心軸が結晶格子の要求方位を示す場合、半導体ウェハをスライス
するプロセスで、ブロックを通る切断面がブロックの長手方向中心軸に垂直に配置される
と、結晶格子の要求方位を有する半導体ウェハが形成される。
【０００６】
　しかしながら、単結晶が誤方位を有する状態で製造される理由がある。単結晶の長手方
向中心軸が半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示すのではなく、むしろこの方位を示す
結晶軸と角度θをなす場合に、単結晶の誤方位が存在することになる。それは、たとえば
種晶が既に誤った方位を向いている場合または単結晶を引上げるプロセス中に誤方位が生
じる場合には意図せずに起こり得て、または、たとえばシリコンからなる（１１０）方位
の半導体ウェハを製造するために実際にしばしば行なわれていることであるが、転位をよ
りよく排除できるように誤方位を生じさせる場合には意図的に起こり得る。
【０００７】
　本発明は、誤った方位を向いた単結晶を加工することによって結晶格子の要求方位を有
する半導体ウェハを製造することに関係している。
【０００８】
　ＪＰ２０００３２３４４３　Ａ２に記載された方法によれば、まず、ブロックが単結晶
からスライスされ、切断面は単結晶の長手方向中心軸に垂直に配置される。続いて、半導
体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶軸を中心にしてブロックの周方向面を研削する
。研削されたブロックは斜円柱形状を有し、その端面は上記結晶軸に垂直ではない。この
方法の利点は、ブロックから半導体ウェハをスライスするプロセス中に切断面が半導体ウ
ェハの結晶格子の要求方位を示す軸に垂直に向けられると、正しい方位を向いた円形の半
導体ウェハが形成されることである。この手順の１つの不利な点は、楔形の断面を有する
生成物がブロックの端部側に形成され、この生成物が無駄となってこの方法の歩留を低下
させることである。
【０００９】
　ＥＰ　１　４９８　５１６　Ａ１に記載された方法によれば、まず、ブロックが単結晶
からスライスされ、切断面は単結晶の長手方向中心軸に垂直に配置される。続いて、長手
方向中心軸を中心にしてブロックを研削し、上記ブロックは円柱形状を得る。研削された
ブロックの端面は、その長手方向中心軸に垂直である。半導体ウェハをスライスするプロ
セス中、研削されたブロックは、切断面が半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶
軸に垂直であるように向けられる。この方法の１つの不利な点は、楔形の断面を有する生
成物がブロックの端部側に形成され、この生成物が無駄となってこの方法の歩留を低下さ
せることである。さらなる不利な点は、ワイヤソーにおいてブロックの方位付けを行なわ
なければならないことである。１回の切断で複数の短いブロックを切断することは不可能
であり、ワイヤソーにおけるブロックの方位付けは複雑であり、欠陥の影響を受けやすい
。切断面の位置により、スライスされた半導体ウェハが円形ではなくむしろ楕円形形状を
有することも不利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＪＰ２０００３２３４４３　Ａ２
【特許文献２】ＥＰ　１　４９８　５１６　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明の目的は、上述の不利な点を持たない方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、単結晶を加工することによって多数の半導体ウェハを製造する方法であっ
て、上記単結晶の長手方向中心軸は、上記半導体ウェハの結晶格子の要求方位からずれた
方位を有し、上記方法は、
　上記半導体ウェハの上記結晶格子の上記要求方位を示す結晶軸に垂直な切断面に沿って
、成長した状態のままで存在する単結晶から少なくとも１つのブロックをスライスするス
テップと、
　上記結晶軸を中心にして上記ブロックの側面を研削するステップと、
　上記結晶軸に垂直な切断面に沿って、研削されたブロックから多数の半導体ウェハをス
ライスするステップとを備える、方法によって達成される。
【００１３】
　この方法を適用すると、楔形の断面を有する生成物により生じる歩留のロスなしに、研
削されたブロックを切断して結晶格子の要求方位を有する半導体ウェハにすることができ
る。さらに、利用可能なワイヤウェブをほぼ完全に利用して、短い間隔でまたは互いに接
触する態様で縦に並べられた２つ以上のブロックを同時に切り離して半導体ウェハにする
ことができる。それに伴う経済的利点は、直径が比較的大きな比較的短いブロックを切断
して半導体ウェハにしなければならない場合に特に高い。したがって、公称直径が３００
ｍｍまたは４５０ｍｍである、シリコンからなる半導体ウェハを製造するためにこの方法
を適用することが好ましく、この場合、好ましくは、半導体ウェハが同時にブロックから
スライスされるように２つ以上の研削されたブロックが縦に並べられる。
【００１４】
　この方法の出発物は、成長した状態のままで（「成長したままの状態で」）存在しかつ
導入部で定義した意味で誤方位を有する単結晶であり、好ましくは、シリコンからなる対
応する単結晶である。長手方向中心軸と半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶軸
との間の角度θによって表わされる誤方位は、好ましくは０°以上２°以下であり、特に
好ましくは１°以下である。
【００１５】
　この方法の最終生成物は、結晶格子の要求方位を有する半導体ウェハである。結晶格子
の要求方位は所望のとおりの方位である。結晶格子の要求方位は、たとえば＜１００＞ま
たは＜１１０＞または＜１１１＞方位の軸によって示すことができ、または、方位が角度
αだけこのような軸からずれており、半導体ウェハの面上への投影がその面の平面におけ
る基準方向と角度βをなす軸によって示すことができる。最後に記載したタイプの半導体
ウェハの代表例は、（１１０）方位から僅かにずれた面を有する、シリコンからなる半導
体ウェハである。ＤＥ　１０　２００８　０２６　７８４　Ａ１は、このような半導体ウ
ェハの製造を備える方法について記載している。
【００１６】
　この方法の開始時に、少なくとも１つのブロックが単結晶からスライスされる。この過
程で、第１および第２の円錐形セクションも単結晶の始まり部分および終わり部分からそ
れぞれ除去される。好ましい切り離しツールは帯鋸である。切断面は、半導体ウェハの結
晶格子の要求方位を示す結晶軸に垂直であるように選択される。結果として生じるブロッ
クは、単結晶の誤方位により、およそ斜円柱形状を有する。平行な切断面に沿ってこのよ
うなブロックのうちの２つ以上のブロックを単結晶からスライスすることが好ましい。
【００１７】
　単結晶の長手方向中心軸に対する半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶軸の位
置は、たとえばＸ線回折によって決定できる。しかしながら、Ｘ線照射を用いることなく
管理する方法が好ましい。このような方法は、たとえばＤＥ　１９５　２６　７１１　Ａ
１に記載されている。この方法は、既知の方位を基準面として有する、単結晶上で目に見
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える面を用いる。このような面はたとえば（１１１）面であり、この（１１１）面は、＜
１００＞方位または単結晶の第１の円錐形セクションの肩部領域においてそこから僅かに
ずれた方位を有する、シリコンからなる単結晶の場合には、目に見える。半導体ウェハの
結晶格子の要求方位を示す結晶軸の位置は、既知の方位を基準面として有する面の助けを
借りて光学的に決定される。便宜上、レーザビームがこれらの面上に向けられ、好適に配
置されたミラーによって反射されたビームは、結晶軸の位置を決定するために評価される
。
【００１８】
　次いで、このようにして得られた情報は、少なくとも１つのブロックをスライスするプ
ロセス中に、帯鋸によって形成された切れ目が、決定された結晶軸に垂直な切断面に生じ
るように単結晶を方位付けるために用いられる。
【００１９】
　この方法の１つの好ましい実施例によれば、このようにして得られた情報はさらに、記
載の態様で単結晶を方位付けるため、および、半導体ウェハの次の面の平面において基準
方向に印を付けるために用いることができる。それは、たとえば基準方向に印を付ける切
欠を単結晶の周方向面に研削することによって、または、このような切欠を後の時点で研
削できるように印を適合させることによって、なされることができる。
【００２０】
　その後、単結晶からスライスされたブロックの側面は、上記ブロックが円柱形状を得る
ように、決定された結晶軸を中心にして研削される。半導体ウェハの結晶格子の要求方位
を示す結晶軸は、円柱の長手方向中心軸に平行である。円柱の直径は好ましくは、製造す
べき半導体ウェハの公称直径よりも多少大きい。これは、公称直径に届かないということ
なくその端縁を引き続き研削および研磨できるようにするためである。
【００２１】
　ブロックの側面を研削するプロセスの後、半導体ウェハは、正確には半導体ウェハの結
晶格子の要求方位を示す結晶軸に垂直な切断面に沿って、研削されたブロックからスライ
スされる。研削されたブロックの端面は、設けられた切断面に平行な基準面を形成する。
したがって、半導体ウェハをスライスするために研削されたブロックを正しい方位に向け
ることが比較的簡単である。切り離しツール、たとえばワイヤソーのワイヤウェブのワイ
ヤおよび研削されたブロックの端面が確実に平行な態様で方位付けられるように、または
、ワイヤが確実に円柱の側面に垂直になるように注意が必要であるに過ぎない。
【００２２】
　処理量を最適化するために、ワイヤソーの助けを借りて半導体ウェハをスライスし、そ
のプロセスにおいてワイヤウェブのワイヤをできる限りすべて用いることが好ましい。し
たがって、利用可能なワイヤウェブができる限り完全に利用されるように、適宜、２つ以
上のブロックが短い間隔で縦に並べられるか、または好ましくは、この配置で接着接合さ
れる。さらにまたは代替例として、２つ以上のブロックを横付けに並べることもでき、こ
れらのブロックから同時に半導体ウェハをスライスすることができる。
【００２３】
　図面を参照して、一例に基づいて、この発明についてより詳細に以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来の態様での加工前の、成長した状態のままで存在する単結晶（「インゴット
」）を示す。
【図２】この発明に係る態様での加工前の、成長した状態のままで存在する単結晶（「イ
ンゴット」）を示す。
【図３】図１に係る単結晶から従来の態様でスライスされたブロックを示す。
【図４】長手方向中心軸を中心にして側面を研削した後の、図３に係るブロックを示す。
【図５】半導体ウェハの結晶格子の所望の方位を示す結晶軸を中心にして側面を研削した
後の、図３に係るブロックを示す。
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【図６】この発明に係る方法を適用した後、図２に係る単結晶からスライスされたブロッ
クを示す。
【図７】半導体ウェハの結晶格子の所望の方位を示す結晶軸を中心にして側面を研削した
後の、図６に係るブロックを示す。
【図８】図４に係る研削されたブロックからスライスされた半導体ウェハの結晶格子の方
位を示す。
【図９】半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶軸、および、図５に係る研削され
たブロックから従来の態様で半導体ウェハをスライスするプロセス中の切断面の相対的位
置を示す。
【図１０】半導体ウェハの結晶格子の所望の方位を示す結晶軸、および、この発明に係る
方法を適用して図７に係る研削されたブロックから半導体ウェハをスライスするプロセス
中の切断面の相対的位置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１および図２に示される単結晶は、＜１００＞方向に向けられた長手方向中心軸Ｍを
有する、シリコンからなる単結晶を利用した例では、成長した状態のままで、単結晶の始
まり部分に円錐形セクション１を備え、単結晶の終わり部分に円錐形セクション２を備え
、これらの円錐形セクションの間に実質的に均一な直径を有するセクション３を備える。
肩部の領域に、すなわちセクション３に隣接した第１の円錐形セクション１のその部分の
領域に、平面４が存在し、それに対する面法線は＜１１１＞方向に向いている。長手方向
中心軸Ｍは、半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶軸Ａからずれた方位を有する
。２つの軸は角度θをなす。面４は好ましくは、それに対して結晶軸Ａの位置が光学的手
段によって決定される基準面として用いられる。面４に対する面法線と＜１００＞方向と
の間の角度は、たとえば５４．７３°である。
【００２６】
　少なくとも１つのブロックが単結晶からスライスされる。
　従来の態様で実施すると、ブロックは、長手方向中心軸Ｍに垂直な切断面ＳＭ（図１）
に沿ってスライスされる。このプロセスにおいて、図３に示されるブロック５が形成され
る。上記ブロックの長手方向中心軸Ｍは、半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶
軸Ａの方位からずれた方位を有する。
【００２７】
　この発明に係る方法を適用すると、ブロックは、結晶軸Ａに垂直な切断面ＳＡに沿って
スライスされる（図２）。このプロセスにおいて、図６に示されるブロック６が形成され
る。
【００２８】
　ブロックの側面は円柱状に研削される。
　従来の態様で実施すると、図３のブロック５の側面は、中心軸Ｍを中心にしてまたは結
晶軸Ａを中心にして研削される。第１のケースでは、これは、円柱形状を有する図４に係
る研削されたブロック７、または、斜円柱形状を有する図５に係る研削されたブロック８
を生じさせる。
【００２９】
　この発明に係る方法を適用すると、図６に示されるブロック６の側面は、結晶軸Ａを中
心にして研削され、その結果、研削されたブロック９は図７に示される円柱形状を得る。
研削されたブロックの結晶軸Ａは、その長手方向中心軸に平行である。
【００３０】
　半導体ウェハが、記載の従来の態様で得られた研削されたブロック７から、長手方向中
心軸Ｍに垂直な切断面ＳＭに沿ってスライスされる場合（図４）、誤った方位を向いた半
導体ウェハが形成され、そのうちの１つ１２が図８に示されている。＜１００＞方向に向
いた面法線と半導体ウェハの結晶格子の要求方位を示す結晶軸Ａとは角度θ′をなす。切
欠１０によって印が付けられた［０－１１］方向は、半導体ウェハの面の平面にある基準
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方向を表わす。方位角φは、基準方向と半導体ウェハの面上への結晶軸Ａの投影線との間
の角度を表わす。
【００３１】
　半導体ウェハは研削されたブロックからスライスされる。
　半導体ウェハが、記載の従来の態様で得られた研削されたブロック８（図５）からスラ
イスされ、図９に示されるように結晶軸Ａに垂直な切断面ＳＡにおいて切り離し切断が行
なわれる場合、楔形の断面を有する生成物１１がブロックの端部側に形成され、この生成
物は半導体ウェハとして用いることができない。
【００３２】
　この発明に係る方法を適用すると、図７に示される研削されたブロック９が半導体ウェ
ハに分割される。半導体ウェハは、図１０における図示に従って、結晶軸Ａに垂直な切断
面ＳＡに沿って、研削されたブロック９からスライスされる。この場合、楔形の断面を有
する生成物の形態の無駄は生じない。結果として生じる半導体ウェハの面の法線は結晶軸
Ａの方向に向き、したがって、半導体ウェハは結晶格子の要求方位を有することになる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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